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訴訟の判決に関するお知らせ 
 

平成24年２月13日「訴訟の提起に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社らを被告とする訴訟

に関して本日、東京地方裁判所による判決の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．判決のあった裁判所及び年月日 

（１）裁判所：東京地方裁判所 

（２）年月日：平成25 年１月15日 

 

２．訴訟を提起した者（原告） 

（１）商号：RHインシグノ株式会社 

（２）本店所在地：北海道札幌市中央区一条西四丁目２番２号 

（３）代表者：代表取締役  阿部 顕仁 

 

３．判決の内容（要旨） 

①原告の請求をいずれも棄却する。 

②訴訟費用は、原告の負担とする。 

 

４．今後の見通し 

上記のとおり、第一審においては、原告の請求をすべて棄却する、当社側の全面勝訴判決が下さ

れました。当社は、当初より不法行為の事実はなく、原告の主張には根拠ないものと考えており、

本判決は妥当なものであると考えております。 

また、本判決による平成25年８月期の連結業績に与える影響はございません。 

なお、今後、双方当事者への本判決の送達があった日の翌日から起算して 14 日以内に控訴がな

い場合、上記判決が確定することとなります。 

 

 

以 上 


